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25年1月11日（金）から電話で①☎611-
1162②☎642-3876③☎571-6747へ

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば「人権啓発絵画ポスター」＝
12月中「向島中学校児童作品」＝₁月中、
特設コーナー「人権月間」「図書館員の
おすすめ本」＝12月中「タイムトラベル」
＝₁月中、絵本展示コーナー「クリスマ
ス」＝12月中「冬」＝₁月中、おたのしみ
会＝₁月19日(土)11時、赤ちゃん絵本の
読み聞かせの会＝12月21日（金）・₁月18
日（金）、各11時
◆醍醐図書館　☎572-0700
テーマ展示＝「巳年」「干支にまつわる本」
₁月中、赤ちゃん絵本の会～おはなしな
あに～＝₁月11日（金）10時30分、おは
なし会＝₁月12日（土）10時30分、おた
のしみ会＝₁月19日（土）10時30分
※醍醐図書館は、1月23日（水）から施
設改修工事のため休館いたします。再開
は平成26年度当初の予定です。皆様のご
理解とご協力をよろしくお願いします。
◆久我のもり図書館　☎934-2306
テーマ図書「最近疲れていませんか？」＝
12月中「色々なしくみ」＝₁月中、人権月
間関連図書コーナー＝12月中、おたのし
み会＝12月22日（土）15時、赤ちゃん絵
本の会＝₁月11日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回☎801-4196

日　時 会　場
12/20
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

12/21
（金）

10時～10時40分 サンクス淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校

コミュニティプラザ深草図書館
クリスマスお楽しみ会
日時12月22日（土）14時～15時会場深草
小学校内コミュニティプラザ深草図書館
内容大型紙芝居、工作等対象深草中学校
区及び藤森中学校区在住の方費用無料
申込み不要問合せ同図書館（☎645-3383）

醍醐いきセンジャー・
エコムービー会
日時12月22日（土）13時～15時30分会場
醍醐いきいき市民活動センター内容子供
向き映画上映、エコライフについての楽
しい学習対象小学₁年生から小学₆年生
まで参加費無料申込み不要問合せ同セン
ター（☎571-0035）

「近頃気になる子どもの発達」
～子育て講演会～
日時平成25年₁月22日（火）10時～12時
会場伏見区総合庁舎₁階ホール内容乳幼
児期から大切にしておきたいことを中心
に、子どもの発達についてお話していた
だきます。講師高木恵子氏（洛西愛育園
園長）費用無料＊保育体制有（人数制限
有、要事前相談）申込み不要問合せ伏見
子ども支援センター（☎611-2377）

献血にご協力を
日　時 会　場

12/20
（木）

10時～12時 淀会館
（淀出張所横）13時～15時

問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）

乳がん検診
実施時期 平成25年₁月中旬～₃月下旬
会場伏見保健センター、深草支所、醍醐
支所、淀会館対象市内在住で平成25年12
月31日現在偶数年齢の30歳以上の女性
（職場等で受診できる方は除く）内容医師
の診察と乳房超音波断層撮影（40歳以上
の方はマンモグラフィー）費用1,300円
（免除あり）申込み保健センターニュース
とともに配布されるはがき、又は区役所・
支所備え付けのはがきを12月21日（金）
（当日消印有効）までに京都予防医学セ
ンター（☎811-9135）へ送付。詳細は後
日連絡します。
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）

小児慢性特定疾患医療受診券の継
続申請について
　現在小児慢性特定疾患医療を受給中の
18歳未満の児童で、平成25年₄月₁日以
降も受給を希望される方は、必要書類を
添えて平成25年₂月₆日（水）までにお住
まいの区役所・支所に申請してください。
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1163）、
健康づくり推進室（◯深☎642-3876◯醍☎
571-6747）

冬の京のおばんざいクッキング
　おばんざいの良さを再認識し、京の食
文化を見直してみませんか？
会場・日時①伏見保健センター =₂月₇
日（木）②深草支所=₂月14日（木）③醍醐
支所=1月30日（水）、各10時30分～13時
内容①②簡単！おいしい！！男の料理教
室（①②同内容）③色とりどり！ビタミン
クッキング持ち物エプロン、三角巾、手
拭きタオル定員①25名②③20名（いずれ
も先着順）費用500円申込み・問合せ平成

無料相談
○法律相談　弁護士による無料相談。毎
週水曜日、相談時間は13時15分～15時45
分（₁人15分程度）。定員区役所15名、支
所₇名（先着順）。整理券は区役所・支所
にて当日₉時（醍醐支所₈時30分）から
配付。
○行政相談　行政相談委員による無料相
談。毎月第₃火曜日、区役所・深草支所・
醍醐寺理性院に開設。相談時間は13時30
分～15時30分（醍醐寺理性院は13時～14
時30分）。問合せ地域力推進室まちづく
り推進担当（◯伏☎611-1144◯深☎642-3203
◯醍☎571-6135）

Ａ．土地の上に一定要件を満たす住
宅があると、「住宅用地に対する課
税標準の特例」が適用され、減額さ
れています。しかし、住宅を壊した
り用途を店舗などに変更すると、こ
の特例から外れることとなり、税額
が上昇します。
問合せ固定資産税課（☎611-1693）課
税課（◯深☎642-3410◯醍☎571-6410）

国民健康保険・
後期高齢者医療制度の
保険料の滞納にご注意ください
　災害その他の特別の事情がなく保険料
を滞納していると、有効期限を短縮した
保険証の交付、資格証明書（一旦医療費
の全額をお支払いいただきます）の交付、
財産の差押えを行います。保険料の滞納
がある場合は至急納付してください。保
険料を納付することが困難な事情がある
場合は、すぐに保険年金課までご相談く
ださい。
＜国民健康保険料納付等の夜間相談会＞
日時12月18日（火）17時～19時30分
会場区役所・支所保険年金課
問合せ保険年金課徴収推進担当（◯伏☎

611-1871◯深☎642-3813◯醍☎571-6568）

国民健康保険（①）、後期高齢者医
療制度（②）の保険料の納付は口
座振替が便利です
　口座振替をご利用になりますと、毎月
納めに行く手間が省け、納め忘れの心配
もありません。お申込みは、領収書又は
納入通知書など国保記号番号（②は被保
険者番号と徴収番号）のわかるもの、預
（貯）金通帳、口座の届出印をお持ちのう
え、金融機関、郵便局又は保険年金課へ。
※特別徴収（年金からの引落し）による
納付方法で、口座振替への変更をご希望
の場合は、口座振替の申込みと併せて納
付方法の変更をお申し出ください。
問合せ保険年金課資格担当（◯伏☎611-
1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）

社会保険料の税控除について
　平成24年中に、ご自身や生計を一にす
る配偶者その他の親族の方の国民健康保
険（①）、後期高齢者医療制度（②）、国民
年金（※）及び介護保険（③）の保険料を
納付されると、その金額は所得税や住民
税の社会保険料控除として所得金額から
差引くことができます(口座振替の場合
は振替口座の名義人の方が、特別徴収の
場合は徴収されたご本人が納付されたこ
とになります)。納め忘れがないか、今
一度ご確認ください。
問合せ①②保険年金課資格担当（◯伏☎611
-1864◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）、③
福祉介護課介護保険担当（◯伏☎611-2278
◯深☎642-3603◯醍☎571-6471）※年金事務
所控除専用ダイヤル（☎0570-070-117）

特別障害者手当（①）、障害児福祉
手当（②）、外国籍市民重度障害者
特別給付金（③）について
　市では、重度障害のある方に対する手
当を支給しています。申請要。いずれも
原則年間₄回の支払（所得状況により支
給の制限あり）。
対象者①常時特別の介護を必要とする20
歳以上の在宅の重度障害者②常時の介護
を必要とする20歳未満の在宅及び入院中
の重度障害児③旧国民年金法の国籍条項
により障害基礎年金を受給することがで
きない重度障害を有する本市在住の外国
籍市民
問合せ支援課（◯伏☎611-2392◯醍☎571-637
2）、支援保護課（◯深☎642-3574）

【平成24年11月₁日現在の推計】人口　283,414人（男　135,669人　女　147,745人）　世帯数　125,348世帯
【平成24年10月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 200人　死亡 253人　転入 1,538人　転出 990人

火災 ₆件（前年同月差 ＋₃件）　救急出動 1,266件（前年同月差 −36件）
交通事故（速報値集計数）発生 102件　死者 ₂人　負傷者 114人

10月中
の件数数字でみる

伏見区

お知らせ 伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
　神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

記号の見方
＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所

京都いつでもコール8時〜21時。年中無休。  ☎661-3755   FAX661-5855   （パソコン）http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html    （携帯電話）http://www.city.kyoto.jp/koho/m/cc/

【伏見区では火災が多発しています！火の取扱いには十分なご注意をお願いします。】

―住宅用地の課税標準の特例―

Ｑ．私は、昨年に住宅を壊
しました。土地については、
今年から税額が急に高く
なっています。なぜでしょ
うか。


